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舞鶴市外の医療機関で予防接種を受ける場合の流れ（高齢者）

保健センターに自己負担金免除申請書を提出
※申請書に広域予防接種を希望する旨を記載してください。

保健センターに連絡

市民税非課税世帯または生活保護世帯ですか？

広域予防接種協力医療機関ですか？
※医療機関に確認、または、京都府医師会ホームページ参照

京都府内の医療機関ですか？

舞鶴市の個別契約医療機関ですか？
※医療機関に確認

個別契約医療機関で接種
※自己負担金免除申請が必要な場合は、
事前に手続きをしてください。

保健センターから広域予防接種用予診票を郵送

医療機関に広域予防接種用予診票を持参し接種

保健センターに予防接種依頼書交付願を提出
※申請受付後、2週間程で予防接種依頼書を発行します。
※依頼書の宛先について医療機関のある市区町村の担当課に
確認してください。

保健センターに予防接種助成金交付申請書を提出
※予防接種にかかる支払であることがわかる領収書を添付してください。

依頼書の宛先に予防接種依頼書を持参して接種


